
  

部で始まりました。はじめに国連で軍縮部門トップの中満

事務次長が条約の意義を述べ、日本被団協の木戸季

市事務局長が「核戦争の危機が高まっている。原爆が

人間を滅ぼすか、原爆をなくして人間が生き残るかの分

かれ目だ」と強い危機感を訴えました。締約国ではなく

オブザーバー参加の国が３５か国にのぼり、米国の核の

傘のもとにあるドイツやベルギー、オーストラリアなどが参

加。唯一の被爆国である日本の政府は参加していませ

ん。 

物価高対策などを盛り込んだ今年度補正予算が

１１月２９日、参院本会議で可決成立。一般会計歳

出が 13 兆 1992 億円で、「骨太の方針」で「歳出構

造を平時に戻していく」としながらも、コロナ禍前の１９

年度の３.２兆円に比べると巨額で、歳入は７割近くの

8 兆 8750 億円を国債の増発で調達する借金依存

です。 

財政法は、補正を「特に緊要となった経費」などに

限るとありますが、半導体産業など中長期で支援す

る基金、防災や国土強靱化といった継続的な公共

事業に、合わせて 5 兆円以上を計上。さらに防衛

費、補正予算の防衛費としては過去最大の 8130億

円の計上も疑問です。 
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強い危機感を訴え 木戸事務局長 

 

今年度補正予算成立 歳出 13兆 1992億円 

補正の趣旨逸脱 

ガザ「休戦」合意 人道危機止める停戦を 

イスラム組織ハマスが 10月 7日、イスラエルに大

規模攻撃を行い、 イスラエルは報復としてハマスが

実効支配するパレスチナ自治区ガザ地区に爆撃を

続け、双方に多くの犠牲者が出ています。 

11月 22日戦闘休止の合意とその後の延長合意

により、7 日間の戦闘の一時休止が実現。人質らの

交換と人道支援物資のガザへの大規模搬入が実施

されました。しかし 12 月１日戦闘が再開されました。

戦闘休止、停戦への合意が求められます。 
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「国立大学法人法改正案」衆議院を通過 

大学の自主性・自律性に危惧 
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11 月 20 日、大規模な国立大学法人に、「運営方

針会議」の設置を義務づける「国立大学法人法改正

案」が衆議院を通過しました。「運営方針会議」は、学

長と学外の有識者も想定した 3人以上の委員（文部科

学相が承認、学長の任命）で構成され、大学の中期目

標・中期計画、予算・決算を決議し、その執行におい

て、学長に対して強い権限を持つものです。 

国立大学協会は 24 日、永田恭介会長名で、大学

の自主性・自律性を尊重するよう、強い危惧を示す声

明を発表しました。教授や学生からも大学の自治や学

問の自由を損なうとして、反対の声が上がっています。 
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東戸塚９条の会の勉強会  

日 時 １２月９日（土）１０時～１１時 50分 

会 場 東戸塚地区センター ２階 

９の日宣伝は、１２月９日（土）１２時～１３時 

時 

平和川柳[やっぱり平和を待ち望む] 

ガザの子が どんなワルサを したのだろ 

Jアラート 大本営の 発出か 

まだ飛ぶか 要請無視の オスプレイ 

 

日本被団協 木戸季市事務局長 
国連 中満 泉事務次長(右) 

核兵器の保有や使用を禁

じる核兵器禁止条約の第 2

回締約国会議が 11 月 27

日、米ニューヨークの国連本
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武器輸出ルール見直し 

与党密室協議・議事録も非公表 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
安保 3文書に基づく、武器の輸出ルールを定め

た「防衛装備移転 3原則、運用方針の見直し」の

検討をすすめている自公与党の協議は、年内とり

まとめの大詰めの段階となっています。 

憲法に関わる武器輸出ルールを密室協議で 

この与党協議は 4月に始まり、11 月 17 日で

18 回目、初回から非公開、議事録も公表されな

い密室協議です。しかも、政府は「与党で協議

中」を理由にして国会での説明を拒んでいます。

国民には何の説明もないまま、憲法問題につなが

る武器輸出の拡大が進もうとしています。 

殺傷武器の輸出“できる“に解釈変更 

この密室協議がすすむなかで、いつのまにか与

党も政府も従来説明してきた「殺傷能力のある武

器は“輸出できない”」との解釈を”輸出できる“に

変更してしまいました。（下図を参照） 

その理由は、単に運用方針が輸出を認めた 5 類

型に“殺傷武器は含まない”との記述はない、だか

ら現状でも“輸出できる”と言い始めたのです。 

政府・与党内の手続きだけで見直しが可能 

 「防衛装備移転三原則」は閣議決定、その「運

用指針」は「国家安全保障会議決定文書」で法律

ではないため、国会審議を経ることなく、政府・

与党内の手続きのみで見直しが可能です。国際紛

争を助長しかねないとして武器輸出を制限してき

た政府方針の大転換につながるにもかかわらず、

 

国民の議論なしに、政府・与党だけで結論を出

すなど許されません。 

共同開発武器の第三国への輸出を可能に 

協議のなかで、政府は他国と共同開発した武

器を、日本から直接第三国に輸出できるように

見直す考えを示しました。念頭にあるのは、英

国、イタリアと開発を進める次期戦闘機です。 

 現行ルールでは、共同開発・生産する相手国

への武器技術や部品の輸出はできるが、日本か

ら第三国への直接輸出はできず、共同開発国が

第三国に輸出する場合も日本の事前同意が必要

です。 

「ライセンス生産品」の輸出 

協議では、他国企業の許可を得て日本国内で

製造した「ライセンス生産品」のライセンス元

の国への輸出の解禁を巡り、その輸出先から第

三国への移転は「戦闘が行われている国・地

域」を除外するとの方向が示されました。 

現行ではライセンス元の米国への部品の輸出

 

のみが認められていま

すが、協議では部品か

完成品か問わず、ライ

センス元への輸出の解

禁と、そのライセンス

元の範囲について検討

するとしています。 

他国の人を殺傷する

ことにつながる「殺傷

武器の輸出解禁」によ

って我が国が「死の商

人国家」へ転落するこ

とを、許容することは

できません。 
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